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鰹
清
政
策
ゆ
弘
超
越
的
目
標
に
就
い
で

深
算
に
依
ゐ
企
業
の
統
制
F

-

白

-

a

'

料

州

市

1

拙
枇

Md路

間
地
に
於
げ
る
巾
央
地
方
枇
の
目
付
伊
達

美
浪
稲
津
村
小
旦
の
割
山
制
度

論

聾

犬

税

論

組
合
一
枇
曾
型
概
念

財
産
生
命
保
険
-

明
治
初
年
に
於
け
る
大
阪
潟
符
曾
一
耽

リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
怖
論

仏
瑠
醐

我
闘
の
同
富
及
び
剛
氏
所
得
ぞ
論
ず

祖
師 時

亮

法

事

博

七

丈
島
a

悼
し
仁

純
摘
血
中
博
士

-
純
出
問
中
卜

制
拙
円
同
期
中

J
A

相
枠
制
中
博
ー
で

同
消
品
下
十

組
流
山
中

I

糾

前

期

七 麓

輔

喰

紳

戸

正

雄

米

田

庄

太

郎

小

島

昌

太

郎
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好
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太

郎

存

口

古

彦

討

見

二

郎

大藤
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時

論

我
園
町
閣
官
及
び
闘
民
所
得
を
論
ず

第
二
十
八
巻

一七へ

第

娩

二1，
プ三

噂

諭

我
閣
の
園
富
及
び
圃
民
所
得
彰
論
ず

iタ

見

~il5 

第

内
閣
統
計
局
の
調
査

昭
和
三
年
六
月
に
内
閣
統
計
局
は
大
正
十
三
年
に
於
り
る
我
闘
の
園
官
を
千
二
十
三
億
四
千
百
六
十
高
岡
な
ち

ご
後
表
し
、
夏
に
周
年
十
月
に
大
正
十
四
年
に
於
け
る
我
国
民
所
得
を
百
三
十
三
億
八
千
二
百
三
ト
ニ
高
三
千
回

な
b
t
公
表
し
た
の
で
ゐ
る
。
い
づ
れ
も
推
定
数
字
で
ゐ
る
が
、
従
来
恨
重
を
以

c問
え
た
る
内
問
統
計
局
が
大

臓
な
る
歎
字
を
相
究
い
で
俊
表
し
た
る
事
正
、
且
っ
そ
の
数
字
た
る
や
我
国
民
経
済
及
び
財
政
の
研
究
者
に
ご
り

必
要
欠
〈
べ
か
ら

F
る
資
料
な
る
一
帯
ピ
は
、
最
近
誠
者
の
注
目
を
引
い
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。

内
閣
統
計
局
は
人
口
統
計
内
調
査
を
以

τ其
り
唯
一
の
職
分
正
し
・
正
雄
な
る
人
口
統
計
を
畿
表
す
る
事
に
其

の
特
色
を
求
め
て
ゐ
北
の
で
あ
る
c

か
〈
の
如
〈
内
閣
統
計
局
が
枇
曾
統
計
の
基
礎
た
る
人
口
統
計
の
調
査
の
み



仁
山
氏
以
し
、
足
一
歩
も
某
的
範
閣
外
に
出
で

g
bし
は
、

一
は
人
口
統
計
過
重
り
隆
史
的
事
情
に
基
器
、
他
は
統

計
局
の
経
費
不
足
の
結
果
で
ゐ
る
。
試
み
に
内
閣
統
計
局
的
最
も
重
要
な
る
定
期
刊
行
物
た
る
日
本
帝
闘
統
計
年

鑑
的
最
近
枕
第
四
十
七
回
を
見
よ
、
土
地
及
気
象
己
云
は
争
、
農
林
及
水
産
ご
一
去
は
宇
、
工
業
及
び
鎖
業
、
商
業

及
金
融
、
貿
易
、
交
通
、
枇
曾
事
業
‘
枇
労
働
.
数
育
及
宗
品
皿
、
警
察
、
衛
生
及
災
害
、
司
法
、
財
政
、
選
率
、
官

目
白
束
、
軍
高
及
恩
賞
ψ
全
て
山
範
囲
に
渡
ふ
り
、
殆
ん
H

と
み
占
て
の
統
計
は
他
の
官
胞
の
調
査
を
其
の
ま
、
に
借
用
し

τ印
刷
を
新
た
に
し
た
る
に
す

F
T、
内
問
統
計
局
間
有
の
調
査
に
か
、
る
統
計
ご
し
て
は
人
口
静
股
統
計
及
び

人
口
動
態
統
計
を
主
正
し
、
共
の
他
に
わ
づ
か
に
賃
金
物
価
問
統
計
月
報
、
労
働
統
計
質
地
調
査
結
川
市
、
失
業
統
計

調
査
結
山
本
等
め
る
の
み
で
あ
る
。
統
計
年
鑑

ω鍬
字
表
の
金
数
四
百
七
表
じ
封
L
、
約
三
十
表
凶
み
が
内
閣
統
計

局

ω調
査
に
か
、
る
正
云
ム
有
様
で
あ
る
。
時
世
的
進
速
に
伶

ω経
憐
生
活
が
重
要
を
加
へ
つ
、
ゐ
る
に
か
、
ゎ

ら
守
、
内
問
統
計
局
が
経
済
統
計
の
調
査
よ
h
隔
離
し
、
人
口
統
計

ω
み
を
以

τ其
の
機
能
の
全
部
ご
し
て
ゐ
る

事
は
識
者
の
遺
憾
正
す
る
露
で
あ
っ
た
。

果
然
、
内
問
統
計
局
は
昨
年
末
・
自
己

ω責
任
に
於
て
岡
宮
統
計
及
び
図
民
所
得
統
計
を
畿
表
し
た
の
で
あ

る
Q

仰
統
を
重
ん
令
る
統
計
局
正
し
て
は
非
常
な
る
英
断

t
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
ム
に
人
口
統
計
は
枇
品
目
統
計

山
町
緒
論
で
あ
る
o

之
に
謝
し
図
省
統
計
及
び
岡
民
所
得
統
計
な
る
も
の
は
、
金
℃
の
綴
憐
統
計
が
光
貸
し
、
而
し

て
比
等

ω経
済
統
計
を
綜
合
統
一
し
て
始
出
て
作
製
し
得
る
も
の
に
し
て

γ
云
u
h
枇
曾
統
計
の
結
論
で
あ
畠
。

時

五曲

我
園
山
岡
宮
及
び
闘
民
所
得
を
論
ず

館
二
十

λ
巻

七
1 

第

貌

九
t 



時

前

我
闘
の
圃
冨
及
刊
日
踊
民
断
得
量
償
ず

第
二
十
八
管

A 

O 

傍

観

九
λ 

内
閲
統
計
局
が
刷
曾
統
計
の
緒
論
北
る
人
口
統
計
よ
h
出
後
し
て
枇
曾
統
計
の
結
論
た
る
岡
宮
統
計
及
び
闘
民
所

得
統
計
に
進
む
の
は
合
理
的
の
行
動
で
あ
ら
う
。
然
れ

E
も
此
の
進
化
は
漸
暗
躍
的
た
る
べ
〈
‘
決
し
て
蹴
進
的
で

ゐ
つ

τは
な
ら
な
い
。
然
ら
宇
ん
ば
国
富
統
計
及
び
闘
民
所
得
統
計
の
作
製
に
無
理
が
生
じ
、
夏
に
此
等
の
諸
統

計
を
利
用
す
る
枇
曾

ω態
度
に
も
無
理
が
生
守
る
虞
れ
が
ゐ
る
。
人
口
統
計
の
調
査

ωみ
に
満
足
し
、
其
の
他
の

枇
曾
統
計
、
特
に
経
済
統
計

ω調
査
は
殆
ん
ど
他

ω官
臆
よ
h
の
借
物
で
間
に
合
せ
て
ゐ
北
統
計
局
が
、

一
大
飛

胞
を
遂
げ

τ悶
富
、
圃
民
所
得
統
計
凶
調
査
に
突
進
L
h
h
事
は
英
断
以
上
に
胃
険
で
な
か
ら
う
か
。
叉
夏
仁
岡
宮

千
億
園
、
国
民
所
得
百
三
十
億
凶
凶
日
数
字
に
酔
ム

τ、
共
の
趨
嘗
な
る
利
用
方
法
を
顧
慮
せ

F
る
枇
曾
の
態
度
に

は
不
用
意
の
鋼
所
が
な
が
ら
う
か
。
以
下
内
閲
統
計
局
の
後
表
せ
る
岡
宮
統
計
及
び
鴎
民
所
得
統
計
に
掛
し
、
私

の
戚
想
を
越
ぺ
て
識
者
の
奉
考
に
供
す
。

第

園
富
の
算
定
方
法

第
一
に
内
閣
統
計
局
ゆ
畿
表
せ
る
我
岡
宮
u
A
び
園
民
所
得
の
絶
劃
額
を
中
心
ご
し
て
其
の
算
定
方
法
を
考
察
す

る。
岡
宮
統
計
仁
つ
い
て
は
昭
和
三
年
六
月
に
脇
田
義
せ
ら
れ
た
る
「
大
正
十
三
年
に
於
付
る
岡
宮
推
計
」
が
私
の
利
用

し
得
る
唯
一
の
材
料
で
あ
る
。
某
的
一
附
録
に
帝
国
の
岡
宮
各
年
比
較
正
し
て
次
の
数
字
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
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梁
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時

論

人

"こ

fナ

島 l重一塁三皇i土
色 l大

正

一一. ，凋 、

一品L主主上主I~
* 
iE 

;.. - =.!八

雲閣|三雲産量 l年
， _~~"I_::::!__~_-2"'__..z主一一

大

iE 
ート

て~ ß~ て 1 三

我
幽
白
岡
闘
宮
及
び
闘
民
所
得
を
諭
ず

品
ニ
サ
八
を

J札

第

焼

O 
O 

人

口
制B

考

明
泊
三
十

λ
年
嗣
削
寸
一
ニ
年
及
大
正
式
年
は

H
本
船
行
制
査
、
大
正
二
年
及
同
λ
年
同
閑
静
院
制
査
、
同
イ
三
年
比
内
闘

統
計
局
調
査

企
印
阻
債
務
超
過

比
の
表
の
一
不
す
が
如
〈
、
内
問
統
計
局
の
凶
宙
統
計
は
所
諸
物
的
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
出
る
か
ら
、
国
富
を

構
成
す
る
各
加
の
則
凍
科
目
を
列
血
中
し
、
ぞ
れ
を
合
計
し
て
算
定
し
た
も
の
で
ゐ
る
。

一
、
土
地
の
倒
嗣
=
一
百
三
十
二
位
叫
は
土
地
を
右
机
地
と
兎
組
年
期
地
ιι

兎
和
地
と
の
三
種
に
分
ち
、
主
括
局
統
計
年
報
者
自
酎
半
を
叫
礎
と
し
て

算
一
品
せ
ら
札

b
も

O

で
あ
る
Q

有
机
地
位
之
止
叫
に
旧
、
畑
、
宅
地
、
抱
旧
、
山
林
、
原
町
、
牧
場
、
鏑
泉
地
、
池
泊
及
雑
絹
地
白
十
に
区
別
し
、

刑
、
畑
、
宅
地
、
挫
旧
白
伺
制
は
同
書
所
械
の
各
府
岬
胸
中
等
地
段
曲
目
J
M
W
H
倒
削
に
各
々
日
内
一
融
政
別
を
乗
じ
て
算
山

L
・
山
林
に
あ
"
て
は
阿
古

所
批
地
倒
の
十
二
倍
、
持
凶
他
山
土
地
に
あ
リ
て
は
地
倒
由
十
位
を

M
て
倒
制
と

L
た
の
で
あ
る
。

二
、
鋤
山
由
伺
制
一
二
十
五
億
闘
は
大
正
十
三
年
に
於
け
る
釧
出
制
三
位
台
千
前
倒
山
筑
剖
を
純
益
と

L
、
年
制
串
五
分
に
て
泣
元
せ
し
も
の
で
あ

る。



=
一
、
海
糊
川
及
品
世
栂
山
側
制
宜
十
二
世
闘
は
悔
湖
川

ω
傾
倒
四
十
六
億
九
千
高
聞
と
飴
聞
の
倒
割
問
偉
大
干
高
聞
と
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
。
梅
糊
川
田

倒
闘
は
巣
に
描
倒
よ
り
山
地
元
倒
制
と
水
産
物
よ
り
の
還
元
慣
制
と
水
力
世
銅
山
剥
盆
よ

P
山
越
一
正
倒
顧
と
に
分
科
て
ゐ
る
。
又
搭
却
の
設
備
は
毎
一
-
一

十
年
に
此
越
せ
ら
れ
る
誌
も
白
h
僻
定

L
、
大
正
十
三
年
内
港
時
批
正
三
十
倍
し
て
共
円
借
酬
を
算
出
し
た
山

c
あ
る
。

問
、
樹
木
白
償
制
十
七
億
同
は
大
正
二
年
山
制
査
に
か
A

る
用
材
一
石
白
甲
倒
一
一
一
十
鈍
に
、
共
の
後
十
一
年
間
に
M
M
け
る
腕
賞
申
を
講
じ
て
得
た
る

車
倒
七
十
三
錨

ι、
盟
に
用
材
た
る

4
e樹
木
白
石
監
を
乗
じ
て
得
た
る
世
宇
て
あ
る
@

五
、
辻
物
四
倒
制
百
六
十
三
位
岡
山
主
な
る
も
の
は
私
有
建
物
の
倒
制
百
五
十
九
億
制
に
し
て
佐
有
建
物
自
閣
制
は
備
か
て
あ
る
ロ
私
有
建
物
の
閣

制
は
史
民
一
般
辿
拘
の
倒
制
百
zn
十
二
億
刷
と
刷
組
処
物

ω
倒
制
と
に
分
れ
る
。
一
般
建
物
山
償
制
は
一
一

μ
平
均
や
記
科
よ
り
算
出
し
た
る
一
日
平
均

倒
制
的
一
一
位
凶
K
.
大
正
十
三
年
十
月

-
E杭
抗
忙
於
り
る
戸
射
を
来
じ
て
之
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
阿
世
位
胸
骨
佃
献
は
大
正
コ
年
間
査
白
先
祖
目

弛
仰
の
山
中
備
に
十
七
制
丸
公
正
畢
じ
て
算
出
し
て
ゐ
る
。

六
、
家
H
H
A
正
則
自
倒
制
九
十
六
億
刷
位
私
有
に
あ
り
で
は
一
般
建
物
白
倒
航
自
六
制
、
回
世
建
物

ω
五
割
、
公
有
に
あ
り
て
は
八
百
布
建
物
償
制
白

宜
酬
を
合
計
し
た
の
で
あ
る
。

L
、
制
泣
工
業
機
軸
山
伺
制
十
九
憾
附
は
大
正
寸
三
年
末
に
於
け
る
工
業
骨
枇
州
込
先
本
金
の
中
、
七
割
を
同
定
費
本
左
側
一
ん
し
、
主
持
山
七
割
主

柿
構
航
山
り
倒
削
と
み
な
し
、
此
の
蝦
宇
を
相
た
山
り
で
あ
る
ω

八
、
・
出
荷
仏
外
諒
命
山
側
甑
五
位
岡
山
中
、
家
畜
山
一
倒
酬
は
凶
億
八
千
部
閥
、
其
山
他
は
家
禽
ど
あ
る
。
家
山
市
は
似
酎
皿
動
及
刊
げ
共
倒
舶
に
よ
n
り
各
一
顧

平
均
の
一

F
R似
甑
を
算
山
し
、
之
に
副
甜
を
乗
仁
て
初
た
の
で
あ
る
。
家
命
的
倒
制
位
農
林
省
統
計
去
に
よ
ワ
て
ゐ
る
。

丸
、
鍛
道
及
軌
池
山
倒
制
一
一
十
五
健
闘
同
地
方
錨
池
山
償
額
七
億
凶
千
高
闘
と
軌
道
白
倒
額
二
十
七
億
穴
千
両
側
企
草
川
鎖
措
由
倒
顧
と
よ
り
な

-
る
。
地
方
蹴
道
白
側
副
聞
は
大
正
十
一
二
年
度
制
誼
金
を
年
刺
車
五
分
に
て
除
し
、
元
本
を
算
出
し
、
未
開
業
組
に
あ
り
で
は
共
の
建
設
費
政
算
。
-
制
を

其
の
倒
制
と
し
て
ゐ
ゐ
。

一
O
、
商
車
の
倒
紙
同
位
闘
は
大
正
二
年
に
於
け
る
諸
車
車
慣
に
物
倒
柑
搬
に
よ
る
附
黄
山
叩
二
十
一
一
割
一
割
分
を
鵡
仁
て
荷
車
白
単
倒
を
求
品
、
之
戸

そ
恥

lph各
種
の
車
駐
在
韮
じ
T
求
め
た
の
で
あ
る
。

時

論

我
回
酬
の
蹴
筒
及
び
闘
民
所
得
在
諭
ず

第
二
十
λ
巻

/1. 
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。



時

歯

我
闘
の
闘
宮
且

HV闘
民
所
得
を
論
ず

第
二
十
λ
巻

λ 
四

第

観

。

一
一
、
船
舶
由
倒
樹
三
億
闘
は
遅
信
省
管
舶
局
調
査
に
よ
る
船
舶
一
噸
平
均
貰
買
倒
舶
に
船
舶
白
総
噸
駐
在
乗
じ
、
共
の
中
よ
り
各
省
所
有
白
船
舶

の
慣
闘
を
控
除
し
て
得
た
る
殿
宇
で
あ
る
。

ご
一
、
水
道
の
倒
嗣
二
位
λ
干
高
聞
は
土
木
局
年
報
印
刷
拙
由
工
事
費
を
以
て
慣
餌
と
み
な
し
、
共
同
工
事
中
白
も
の
に
つ
い
て
は
該
工
拘
置
白
総
額
主

-
工
事
他
国
月
般
に
て
障
し
、
一
ヶ
月
平
向
。
工
事
費
を
求
め
、
之
に
大
正
十
三
年
末
ま
で
白
月
般
を
乗
じ
た
る
も
由
で
あ
る
。

一
三
、
橋
提
白
個
師
三
億
七
千
高
閣
は
、
織
捕
、
石
荷
、

E

Y
タ
り
l
ト
楠
.
木
構
及
び
た
橋
由
大
正
二
年
調
査
-
聞
の
単
備
に
物
倒
棺
敢
に

k
る

脚
北
申
を
掛
闘
し
て
梓
去
る
問
中
倒
K
そ
れ
品
、
問
釦
邑
副
部
ヒ
て
待
た
る
血
寧
で
あ
る
。

一
四
.
産
量
物
む
倒
甑
三
寸
一
=
健
闘
は
大
正
十
三
年
に
於
け
る
農
産
額
む
七
酬
で
あ
る
。

一
五
、
林
産
品
の
倒
甑
九
千
四
百
高
闘
は
大
正
十
三
年
に
於
げ
る
梓
産
額
白
四
分
自
一
で
あ
る
@

一
六
、
工
産
品
由
倒
甑
二
十
三
健
闘
は
か
な
り
複
雑
な
る
計
算
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
大
正
十
三
年
に
於
け
る
工
産
甑
は
治
十
ニ
億
聞
な
る
も
原
料

品
と
し
て
計
止
せ
ら
れ
ぬ
る
を
見
込
品
、
此
の
中
前
年
由
雌
越
し
を
骨
め
て
、
食
料
品
位
寸
二
分
自
-
、
共
自
他
自
も
の
は
三
分
。
↑
現
存

L
.
備
総

額
白
穴
分
自
-
は
諸
製
造
所
に
残
留
し
在
る
も
由
主
み
な
し
、
此
目
指
宇
を
得
た
白
で
あ
る
。

一
七
、
鏑
産
品
内
慣
餌
七
千
三
百
高
岡
は
大
正
十
三
年
白
鍛
崖
翻
k
り
鎚
量
除
昔
、
共
白
溜
部
。
ニ
剖
を
算
定
し
た
る
も
自
で
あ
る
。

一
λ
、
水
産
品
白
慣
額
四
千
六
百
両
闘
は
大
正
十
三
年
に
於
げ
る
水
産
製
造
物
品
倒
樹
白
五
分
自
一

.t
晶
る
。

一
九
、
輸
入
品
曲
冊
甑
五
億
闘
拡
大
正
十
三
年
輪
人
組
酬
の
一
且
分
自
一
で
あ
る
@

ニ
O
、
貨
幣
及
金
融
地
企
白
倒
額
十
八
健
闘
白
中
、
補
助
貨
融
市
が
ニ
健
二
千
高
闘
、
政
府
所
有
正
貨
が
四
億
一
千
高
閥
、
日
本
組
行
所
有
正
貨
が
十

億
七
千
高
闘
に
し
て
其
由
主
な
る
も
の
て
あ
る
。
其
由
中
補
助
貨
幣
は
大
蔵
省
金
融
事
項
委
考
書
所
棋
の
大
正
十
三
年
末
現
在
柿
助
貨
憎
ま
賞
個
に
換

算
し
た
も
自
で
あ
る
@

ニ
一
、
各
省
財
卓
苛
十
四
償
問
中
、
公
用
、
普
非
A
雑
積
財
産
六
十
一
憧
闘
が
車
な
る
も
の
に
し
て
、
其
自
他
同
時
共
用
財
産

A
H
V備
品
て
あ
る
.

会
用
普
林

A
雑
種
財
産
は
大
曲
師
省
年
胡
刊
の
各
省
財
産
抽
価
額
よ
り
鏑
業
構
及
び
砂
鏑
権
、
株
式

A
び
持
分
量
陣
き
た
る
時
間
槙
で
あ
る
。
備
品
白
組
額
は
各

省
所
有
白
建
物
倒
額
四
五
割
で
あ
る
@



ニ
ニ
、
共
白
他
白
価
額
百
二
億
四
は
第
一
乃
至
第
一
一
十
一
白
各
項
叫
外
に
術
書
出
ザ
計
上
す
・
へ
き
も
白
あ
る
見
込
晶
、
私
有
に
あ
り
で
は
同
総
額
由
一

制
七
分
を
計
上
し
た
自
で
あ
る
。

一
二
二
、
謝
外
債
措
債
務
位
二
位
入
干
高
岡
由
鑑
宇
を
示
し
て
ゐ
る
。
大
正
十
三
年
に
於
け
る
岡
家
債
摘
、
民
間
債
措
の
合
計
二
十
二
世
八
千
高
岡
よ

り
岡
家
債
務
由
合
計
十
八
億
九
千
高
闘
を
差
別
を
た
る
金
額
を
債
権
超
過
額
と
し
た
申
.
て
あ
る
。

• 

か
〈
考
ふ
れ
ば
千
二
十
三
億
固
な
る
国
富
統
計
の
数
字
は
戒
は
推
定
車
債
に
推
定
数
量
を
乗
じ
、
或
は
牧
盆
を

年
利
率
五
分
に

τ還
元
し
て
財
産
を
評
償
L
.
或
は
投
資
金
額
・
又
は
投
資
環
算
編
を
其
の
ま
、
採
用
し
、
或
は

梯
込
資
本
金
よ
り
財
産
償
額
を
推
定
し
、
戒
は
年
生
産
繍
の
幾
捌
か
4

智
雄
存
財
康
侵
蝕
正
し
、
又
描
去
の
財
産
評

償
額
を
物
相
指
数
仁
よ
h
換
算
し
て
現
在
の
財
産
得
制
を
推
定
す
る
が
如
〈
、
苦
心
惨
惜
の
結
果
に
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
従
て
之
を
利
用
す
る
に
あ
っ
て
も

人
口
動
態
統
計
の
或
者
、
又
は
周
勢
調
査
の
如
〈
.
あ
ま
b
に
無

遺
作
に
之
を
用
ひ
て
は
調
査
者
の
苦
心
を
無
駄
に
す
る
事
芭
な
る
の
で
ゐ
る
。

第

国
民
所
得
の
算
定
方
法

閤
民
所
得
統
計
に
つ
い
て
は
一
向
詳
細
な
る
設
明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、

こ
、
に
は
昭
和
三
年
十
月
三
十

一
日
官
報
の
雑
報
に
畿
表
せ
ら
れ
た
る
「
大
正
十
四
年
に
お
り
る
わ
が
闘
民
所
得
」
を
引
用
す
る
。

大
正
十
四
年
に
於
け
る
我
倒
民
所
得
百
三
十
三
億
八
千
二
百
諸
国
は
所
謂
人
的
方
法
又
は
主
観
的
方
法
に
よ
っ

τ調
査
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
所
得
佐
賀
ら
す
物
健
に
つ
き
調
査
す
る
事
な
(
、
む
し
ろ
所
得
を
受
(
る
主
憶
に

時

論

我
岡
山
岡
宮
及
び
闘
民
所
得
を
論
ず

事
ニ
・
T
λ

巷

^ 五

第

鶴

O 



時。

龍

我
闘
の
闘
宵
及
び
岡
民
所
得
を
論
ず

つ
い

τ所
得
税
統
計
を
基
礎
ご

Lτ
算
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
め
る
。
調
査

ω結
果
正
し
で
内
関
統
計
局
が
掻
表

銘
二
十
A
巷

ニ
λ
式

節

税

一O四

す
る
所
は
次
的
一
如
〈
で
あ
る
。
而
し
て
衣

ω表
が
内
閣
統
計
局

ω後
表
せ
る
国
民
所
得
的
数
字
の
全
部
で
あ
る
か

ら
、
或
は
訂
正
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

ら
‘
そ
れ
が
算
定
方
法

ω詳
細
に
至
・
り
て
は
、
勢
ひ
私
的
推
測
を
加
へ
ね
ば
な
ら
m
H
Q

若
し
見
嘗
が
外
れ

τゐ
た

回
民
所
持
組
制

千
回

第
一
、
官
全
周
知
凹
ニ
玉
、
一
ニ
八
不

一
、
官
業
北
山
百
遊
牧
入
計
五
、

o
一回

二

、

公

共

倒

惜

収

入

ヒ
O
、=一七一

字
血

一=一、一一一八一一、一一一二三

停
二
、
私
人
刷
作

て
謀
枕
助
作

第
一
積
法
人
山
間
保
所
得

郎
二
羽
全
般
一
枇
情
轄
の
刺
子

都
一
制
課
措
所
相
日

共
の
他
(
拙
)

二
、
昨
謀
桔
腕
符

発
松
臨
臥
下
山
者
自
所
得

其
自
他
の
所
作

F
四

一一一.九五大、丸一-一
λ

豆二
O
凹
、
ご
二
一

三
二
O
、
五
五
四

五
五
五
、
=
一
九
二

三
、
四
五
五
、
一
O
λ

b
L
H
μ
u
z
一、
4

h

h

!

レー

2

-

』，
F

七、

A
E
-
-
七
一
七

{
ハ
‘
九
六
O
、
一
九
酬

λ

九
-
一
、
五
一
=

(
詰
)

そ
の
仙
白
山
神
巾
に
は
控
除
所
持
、
失
格
者
自
朋
M
A
び
批
柚
制
(
栴
一
一
祖
出
入
山
間
保
所
得
‘
第
二
種
公
債
‘
枇
情
年
由
利
子
、
第
三

利
融
和
断
伴
、
控
除
用
制
H
A
失
同
問
者
自
所
叫
判
十
山
ハ
億
削
千
二
十
市
町
一
千
岡
山
一
制
)
を
合
む
。

右
表
に
よ
れ
ば
官
公
所
得
約
四
億
闘
吉
松
入
所
得
約
百
三
十
億
回
ピ
を
合

Lτ
国
民
所
得
総
額
正
し
て
百
一
一
一
十



四
億
闘
の
数
字
を
得
た
の
で
ゐ
る
。
内
園
の
国
民
所
得
己
外
国
の
園
民
所
得
ご
の
閥
の
闘
係
に
於
E
・
叉
官
公
所

得
E
私
入
所
得
己
の
閥
係
仁
於

t
、
一
見
に
私
人
所
得
内
部
の
閥
係
に
於
て
債
務
の
利
チ
等
に
つ
き
重
複
す
る
事
無

き
や
否
や
が
問
題
ご
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
馳
に
は
充
分
の
顧
慮
が
挑
は
れ
て
ゐ
る
古
う
で
あ
る
。
官
R

公
所
得

四
億
ニ
千
寓
囲
内
大
部
分
、
即
九
三
億
五
千
高
闘
は
官
業
M
A
ぴ
守
口
有
財
産
政
入
で
あ
っ
て
.
公
共
同
穂
枚
入
は
僅

か
に
一
割
六
分
に
す
ぎ
な
い
。

闘
民
所
得

ω重
要
な
る
部
分
を
な
す

ωは
私
入
所
得
で
め
る
が
、
私
入
所
得
以
真
に
課
税
所
得
ご
非
課
粉
所
得

ご
に
分
れ
る
O

割
問
税
所
得
古
一
五
ふ
内
は
現
に
所
得
枕

ω一
課
税
物
件
、
乙
な
り
、
又
は
所
得
放
の
謀
税
物
件
ピ
な
る
べ

き
筈

ω所
得
を
言
ふ
の
で
ゐ
る
。

課
税
印
刷
得
五
十
一
億
岡
は
真
に
分
れ
て
第
一
一
州
法
人
り
萌
保
所
得
、
第
三
碕
公
債
川
債
等
内
利
子
、
第
三
一
柑
課

税
所
得
・
共
ゆ
他
ご
な
る
o

主
税
局
第
五
十
二
同
年
報
書
に
よ
れ
ば
第
一
楠
留
保
所
得
は
、
三
億
四
百
高
聞
記
云

ム
内
閣
統
計
局
ご
は
兵
っ
た
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
年
度
hr
何
hr
の
閲
係
に
よ
り
比
の
数
字
h
T
得
-h
れ
た
も
の

で
め
ら
う
。
第
二
間
枇
債
の
利
子
の
金
額
は
第
二
純
甲
の
課
枕
所
得
共

ωま
、
で
あ
っ
て
、
見
枕
せ
ら
れ
て
ゐ
る

岡
償

ω利
子
炉
加
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
戒
は
「
其

ω
他
」
に
で
も
包
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
第
三
稀

課
税
所
得
が
主
枕
局
年
報
蕃
で
は
三
十
一
億
五
千
高
固
な
る
に
掛
し
、
内
附
統
計
局
で
は
三
十
四
低
五
千
蔦
困
ピ

改
め
ら
れ

τゐ
る
の
は
、
第
一
陣
丙
配
常
所
得
的
四
割
を
之
に
加
へ
た
も
の
さ
思
は
れ
る
。
即
ち

時吾

論

我
刷
。
闘
宮
且
び
闘
民
防
停
止
論
ず

都
ニ
十
人
轡

/1‘ 
七

第

鵠

Cラ
五



時

論

我
闘
白
闘
言
及
世
園
田
明
所
得
走
論

f

第
二
十
八
巻

λ 
λ 

第

鵠

一O
六

a
 

臼

L
目
。
。
白
血
ヨ
白
羽
。

{
横
山
岡
田
鞘
}

耳

、

‘

十

4
a臼

b
t・右胡
x
p

(鵠
l
齢
耳
目
時
国
噛

}

E

告

の
式
に
よ
っ
た
b
の
で
な
が
ら
う
か
。
之
に
闘
聯

L
て
考
ふ
吋
き
は
借
金
を
し
て
株
式
h
f
買
入
れ
、
其
の
闘
賞
を

得
て
ゐ
る
場
合
の
所
得
で
ゐ
る
。
元
来
配
嘗
所
得
の
六
割
だ
り
に
第
三
積
所
得
税
を
課
枕
す
る
事
に
し
た
の
は
、

株
式
所
布
繍
り
四
割
ま
で
が
借
金
に
よ
る
株
式

ω買
入
れ
な
b
z
推
定
せ
し
程
で
ゐ
る
。
若
し
四
剣
山
控
除
額
を

第
三
縄
課
税
所
得
に
加
へ
た
h
J
ご
せ
ば
.
こ
、
に
岡
氏
所
得
山
二
重
計
算
内
問
胞
が
起
る
。
即
ち
借
金
り
利
子
は

債
機
者
側
に
於
て
所
得
に
計
算
せ
ら
れ
・
更
に
借
金
に
よ
b
買
入
れ
た
る
株
式
の
阻
蛍
は
債
務
者
側
に
於
て
所
得

に
算
定
せ
ら
れ
る
虞
が
ゐ
る
。
内
閣
統
計
局

ω調
査
は
此

ω貼
を
顧
慮
せ
ら
れ
た
事
正
思
ふ
が
、
遺
域
な
が
ら
充

分
の
説
明
に
接
し
な
い

ωで
ゐ
る
o
術
「
其
の
他
」
Z
し
て
註
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
‘
説
明
が
簡
に
す
ぎ
諒
解
L

僻医、。

悲
山
東

i
w課

税
所
得
五
十
一
億
圃
に
艶
し
、
非
課
税
所
得
は
七
十
八
億
五
千
二
百
高
闘
に
上
つ

τゐ
る
。
非
課
税
所
得
に

も
「
其

ω他
ω所
得
」
ご
し
て
約
九
億
園
が
数
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共

ω内
容
が
不
明
で
ゐ
る
か
ら
暫
〈
之
を
措

‘
言
、
専
ら
見
税
蹴
以
下
り
も
の
の
所
得
六
十
九
億
六
千
高
闘
を
論
中
る
。
兎
税
鮎
以
下
の
も
の
の
所
得
は
、
之
セ

調
査
す
べ
き
硲
貨
な
る
資
料
が
な
い
か
ら
、
例
へ
ば
兎
税
制
以
下
の
も
の
の
教
に
卒
均
所
得
を
乗
守
る
が
如
き
描

道
を
用

οて
之
を
見
る

ω外
は
な
い
。
然
る
に
兎
税
動
以
下
の
卒
均
所
得
h
f
知
る
幕
、
英
れ
自
慢
が
難
事
で
あ



を
得
な
い
の
で
め
る
。

る
。
し
か
も
免
税
貼
以
下

ωも
の
の
数
を
知
る
事
が
阪
に
不
可
能
で
あ
る
か
ら
.
問
題
は
盆
々
迷
宮
に
入
ら
ゴ
る

要
す
る
に
園
民
所
得
線
級
り
殆
ん
Y
」
大
部
分
が
私
入
所
得
で
ゐ
・
9
.
又
私
人
所
得
の
ム
ハ
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
統
計

的
研
究
法
の
適
用
を
ゆ
る
苫

g
る
非
課
税
所
得
な
-O
正
せ
ば
‘
内
閣
統
計
局
り
国
民
所
得

ω数
字
な
る
も
の
は
、

北
(
り
宇
ば
以
上
は
推
定
数
字
た
る
を
免
れ
な
い
の
で
め
る
。
賞
局
的
苦
心
惨
俗
的
政
字
な
b
z
云
ム
形
容
詞
は
、

恰
も
国
一
定
統
計
ξ
同
様
、
国
民
所
得
統
計
に
も
之
を
漉
用
す
る
離
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

の
表
の
如
〈
で
め
る
。

肉
、
内
閣
統
計
局
は
世
界
的
重
要
諸
国
に
つ
き
岡
民
所
得
を
調
査
し
、

之
を
国
富
に
閥
聯
せ
し
め
て
ゐ
る
。
次

ヲイ唱巴
γ 

ギ J
リ
;b 

り骨

衆
ス凶

ラ

シ

ド日

イ

イ

タ

オ
!
ス
ト
一
フ
リ
ヤ

時

論

我
闘
山
闘
官

A
H
V
開
局
所
得
を
論
ず

国

ッ本ス

実
コ
剥
叩
一
室
年
)

一司王百一
J
-一
宮
一
一
口
(
ク
)

一室、喜一一口
(

n

v

)

一号一、五回目一(一均一一一回一年)

芝
、
内
一
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(
一
告
三
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)

菌
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主
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一
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一
単
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)

一
品
、
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三
五
三
年
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宮
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闘

民
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一

九
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一

踊
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所

陣

額

一

一
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量
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降t戸

話Z

我
凶
山
岡
高
及
び
踊
民
所
持
を
論
ず

第
二
十
λ
谷

ゴι
O 

m 
鵠

O 
y、

我
岡
宮
は
世
界
に
於
て
第
四
位
を
占
め
て
ゐ
る
ご
か
、
我
国
民
所
得
は
世
界
に
於
て
第
五
に
位
し
て
ゐ
る
ご
か

の
議
論
は
、
内
閣
統
計
局

ω畿
表
せ
し
此

ω数
字
表
を
中
心
ご
し

τの
議
論
で
ゐ
る
。

第
四

国
富
統
計
及
び
国
民
所
得
統
計
の
利
用

同
富
統
計
三
五
ひ
、
岡
山
山
所
得
統
計

t
一再ひ・

一
方
は
物
的
方
法
、
他
方
は
人
的
方
法
仁
ょ
っ
た
の
で
ゐ
る

が
、
其
の
得
た
る
結
果
た
る
千
二
十
三
億
凶
及
び
百
二
十
八
億
闘
な
る
数
字
が
復
雑
な
る
指
定
の
産
物
た
る
事
に

於
て
は
同
一
で
あ
る
。
従

τ之
を
利
用
す
る
に
ゐ
た
っ
て
は
非
常
に
慎
重
な
る
態
度
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
此
ゆ
貼
に
つ
き
遺
憾
の
貼
が
少
な
ら
や
'
存
し
て
ゐ
る
。

中
橋
商
工
大
一
回
は
昨
秋
京
都
に
於
て
関
品
目
せ
ら
れ
た
る
第
一
回
全
凶
統
計
大
曾
に
於

τ注
目
す
べ
き
泌
訟
を
試

み
ら
れ
た
。
日
〈

内
凶
前
計
局
山
調
査
に
よ
れ
ば
「
我
岡
町
は
大
正
λ
年
目
八
百
位
同
盛
よ
り
大
記
十
一
一
一
年
山
千
億
同
議
に
柑
加
し
、
五
年
間
に
約
二
四
位
川
噌
加
し

て
ゐ
る
。
し
か
も
此
山
政
字
に
却
し
て
は
貨
際
昇
、
事
典
雄
一
人
と
し
て
反
謝
論
を
唱
へ
る
も
白
が
よ
叫
い
か
ら
、
六
千
高
人
的
闘
民
が
引
決
認
し
て
ゐ

る
蕗
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
覗
粧
が
帯
し
て
も
、
公
債
の
利
姉
ひ
が
婚
し
で
も
別
に
悲
御
す
る
に
あ
た
る
ま
い
。

t
o
試
み
に
「
大
正
十
三
年
に
於
り
る
岡
宮
推
計
」
り
附
録
に
ゐ
る
帝
闘

ω園
富
各
年
比
較
を
見
る
に
、
前
掲
の

如
〈
、
明
治
三
十
八
年
二
百
二
十
六
健
闘
、
明
治
四
十
三
年
二
百
九
十
四
億
圏
、
大
正
二
年
三
百
二
十
億
岡
‘
大



正
六
年
四
百
五
十
七
億
岡
、
大
正
人
年
入
百
六
十
億
岡
、
大
正
十
三
年
千
二
十
三
億
園
山
数
字
が
示
め
さ
れ
て
ゐ

る
。
裳
の
中
、
明
治
三
十
八
年
.
明
治
四
十
三
年
、
大
正
六
年
の
三
年
は
日
本
銀
行

ψ
調
帝
で
め
る
が
、
大
正
ニ

年
及
び
大
正
入
年
は
内
閣
統
計
局

ω前
身
た
る
閥
勢
院
の
調
査
で
ゐ
る
か
ら
、
大
正
二
年
、
大
正
人
年
‘
大
五
十

三
年
の
調
査
の
聞
に
は
漣
縦
性
及
ぴ
比
較
性
が
存
し
て
ゐ
る
事
は
何
人
も
認
む
る
露
で
あ
る
。
現
に
中
析
商
工
大

臣
も
か
〈
信
す
る
一
人
で
あ
る
o

然
れ
ど
も
冷
静
仁
考
へ
よ
、
大
正
入
年
よ
り
大
正
十
三
年
の
閉
じ
閣
官
が
約
二

制
培
し
た
Z
は
、
果
し
工
断
定
L
得
る
で
あ
ら
う
か
。

凡
7
T
W
H
質
的
国
富
を
Q
ご
し
、
北
(
の
名
義
的
凶
富
を
V
Z
L
、
所
T

均
物
冊
慣
を
P
ご
す
る
ご
此
の
一
ニ
者
は
次
の
闘

係
じ
主
つ
の
で
あ
る
。

O
X
M
V
H
〈

若
し
卒
均
物
債
F
を
同
定
す
れ
ば
、
宮
質
的
固
定
Q
t名
義
的
岡
宮
V
ご
の
消
長
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、

内
問
統
計
局
の
調
査
は
此
り
方
法
を
採
っ
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
例
へ
ば

m
E耳
目
が
北
米
令
衆
闘
の
閥
民
所

得
を
六
百
億
弗
ご
算
定
し
た
の
を

一
四
一
一
、
五
一
入
百
高
園
ご
藤
表
し
て
ゐ
る
事
等
を
考
へ
れ
ば
、
潟
替
相
場

を
も
掛
酌
し
、
且
平
均
物
舗
即
ち
物
欄
指
数
の
制
捜
勤
を
も
見
込
ん
で
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
尤
も
悶
富
推
計
の
二

。
、
貨
融
市
及
び
金
銭
地
金
は
「
金
国
」
で
計
算
し
、
集
の
他
り
図
富
は
之
を
「
紙
回
」
で
計
算
し

τ
ゐ
る
己
云
品
矛
盾

は
あ
る
が
、
杢
慢
が
ら
見
て
P
は
錦
替
相
場
及
び
物
倒
指
数
山
鹿
勤
で
勤
〈
事
ご
な
っ
て
ゐ
る
。
大
正
入
年
の
岡

時

前

我
闘
の
岡
商
及
び
闘
民
所
得
を
諭
ず

第
二
十
λ
巻

丸

節

税

O 
九



時

箇

我
随
白
岡
宮
及
。
回
民
所
得
を
論
ず

第
二
十
λ
巻

九

第
ニ
競

O 

宮
古
大
正
十
三
年
の
閥
富
E
の
比
較
を
行
ふ
に
は
、
本
来
な
ら
ば
一
々
の
項
目
に
つ
い
て
計
算
す
べ
き
筈
で
あ
る

が
、
固
勢
院
の
「
戦
前
戦
後
に
於
抄
る
国
富
統
計
」
に
は
、
単
に
職
前
大
正
三
年
の
み
に
つ
き
説
明
L
、
大
正
入
年

の
国
富
の
詳
細
に
つ
い
て
は
引
用
す
べ
き
資
料
が
欠
け
て
ゐ
る
。
巳
む
な
〈
こ
、
に
は
平
均
物
慣
F
古
賀
質
的
凶

富
Q
E
の
雨
方
面
よ
・
9
見

τ、
果
し
て
大
正
入
年
よ
b
大
正
十
四
年
に
至
る
ま
で
に
名
義
的
図
富
が
百
六
十
億
園

増
し
て
ゐ
占
か
ど
う
か
を
明
ら
か
じ
し
た
い
Y

O

私
は
衣
の
二
理
由
じ
よ
り
、
む
L
ろ
蔀
観
的
の
見
解
を
持
す
る
者

で
あ
る
。大

正
人
年
は
我
闘
は
好
最
前
品
の
時
代
で
ゐ
b
、
大
正
十
三
年
は
最
気
の
下
b
坂
に
あ
る
。
加
ふ
る
に
大
正

十
二
一
年
の
前
年
、
大
正
十
二
年
に
は
未
曾
有
の
大
震
災
ゐ
b
、
其
の
損
害
は
戒
は
十
億
岡
正
云
ひ
、
叉
は
百
億
困

吉
一
お
ひ
、
か
な
b
の
E
額
に
上
h
・
現
に
国
際
統
計
協
曾
の
第
十
六
回
曾
議
に
報
告
せ
ら
れ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。

般
に
五
十
億
闘
の
損
失
あ
h
z
し、

L
か
も
倫
百
六
十
億
岡
国
富
増
加
せ
b
Z
せ
ば
.
大
震
災
な
か
ち
せ
ば
二
百

十
億
困
増
加
し
た
筈
で
ゐ
る
。
こ
れ
賞
質
的
闘
賞
Q
に
謝
す
る
疑
問
で
ゐ
る
。

次
に
卒
均
物
償
F
に
関
聯
し
て
疑
問
を
提
出
す
る
。
日
本
銀
行
調
べ
東
京
卸
寅
物
倒
指
数
表
に
よ
れ
ば
大

正
人
年

ω卒
均
物
債
は
、
三
一
こ
な
h
し
も
の
が
大
正
十
三
年
に
は
ニ
七
三
に
下
っ
て
ゐ
る
。
同
一
の
期
間
に
紐

育
宛
錦
替
相
場
が
五

O
仏
弗
よ
り
四
ニ
掬
仁
落
ち

τゐ
る
。
商
岩
を
考
慮
す
る
正
、
般
に
質
質
的
岡
宮
が
同
一
な

り
ご
す
る
も
名
義
的
閣
官
は
封
外
的
仁
、



母国

S

l
i
-
-
κ
、i
l
d
l
u

。・一-
M
目白

U
H
M蜘

3

E

E

U

e
，∞ 

七
二
・
五

ρ
1
セ
ン
ト
に
減
少
す
る
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
名
義
的
国
富
が
一
一
入
・
九
バ

1
セ
y
ト
に
噴
加
し
て

ゐ
る
正
せ
ば
、
寅
質
的
岡
宮
は
総
程
の
躍
進
を
遂
げ
た
事
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

要
す
る
に
大
正
人
年
よ
h
大
正
十
三
年

ω方
が
名
義
的
岡
宮
減
少
せ
b
E
云
は
ば
何
人
も
了
解
し
易
き
蕗
で
あ

る
が
、
逆
に
百
六
十
億
岡
国
富
増
加
せ
ち
ご
一
五
ム
専
は
、
統
計

ω数
字
に
し

τ始
め
て
製
趨
し
得
る
結
論
で
ゐ

る
。
問
(
所
に
よ
れ
ば
大
正
十
一
一
一
年
の
調
査
方
法
は
、
大
正
人
年

ω調
査
法
よ
ち
進
歩
し
た
も
の
で
め
っ
て
、
前

調
査
の
車
両
恨
の
引
上
げ
を
行
ひ
、
前
制
査
的
調
査
楓
れ
を
補
ひ
、
北

(ω
結
果
此
の
結
論
を
生
じ
た
ご
一
耳
ム
事
で
あ

る
o

こ
れ
な
ら
ば
助

ω貼
十
断
っ
て
お
(
正
炉
、
又
大
正
入
年
山
一
附
官
を
大
正
十
三
年
内
一
単
酬
明
及

ω敏
量
ケ
標
準

Z
し

τ評
併
し
改
め
、
品
目
表
す
べ
き
で
め
る
o
放
に
此
的
倣
細
川
的
同
質
増
進
の
事
貨
を
以
工
緊
紛
政
策
を
排
尿

し
・
積
極
政
策
を
錦
越
す
る
が
如
き
は
、
少
〈
ピ
も
総
賞
を
欠
い

τゐ
る
的
で
あ
る
。

第
五

岡
寓
統
計
及
び
岡
民
所
得
統
計
の
怠
義

内
閣
統
計
局
は
列
倒
的
岡
宮
正
国
民
所
得
ピ
を
列
悲
し
て
、
我
図
官
官
臼
に
つ
き
図
民
所
得
一
ニ
・
五
人
な
る
数

字
を
後
表
し
て
ゐ
晶
山
申
は
前
掲

ω
如
〈
で
ゐ
る
o

其
叫
飢
果
‘
日
本
的
闘
一
古
田
叫
刺
用
制
令
は
ド
イ
ツ
よ
h
も
・
オ

1
Z
ト

9
9
ア

4
b
も
.
イ
タ

9
1
よ
b
i
b
-
フ
ラ

Y

A

よ
り
も
.
北
米
合
衆
闘
よ
ち
も
、

イ
ギ

9
1
よ
h
も
最

も
劣
れ
る
が
如
き
戚
じ
を
め
穴
ヘ
、
世
附

ω
一
部
で

uー
か
〈
前
回
押
し

τゐ
る
。
品
開
れ
ど
も
岡
宮
統
計
は
物
的
方

時

箇

設
園
山
側
首

A
び
闘
民
所
得
を
論
ず

第
二
十

λ
各

丸

部

観



時

論

禽
岡
山
閣
官
且
び
闘
民
所
得
を
諭
ず

第
二
十

λ
巻

プL
四

官再

焼

法
仁
よ
り
、
岡
民
所
得
統
計
は
人
的
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
も
叫
で
あ
る
。
し
か
も
蹴
民
所
得

ω
一
部
分
を
年
利

五
分
で
進
一
苅
し

τ閣
官
を
求
め
た

h
、
叉
は
倒
民
所
得
叫
或
も
の
の
五
分
の
一
宇
礎
存
額

Z
L
て
間
宮
に
計
上
し

て
ゐ
る
。
か
〈
の
却
〈
凶
官
ご
岡
民
所
得
己
は
調
査
方
訟
を
根
本
的
に
回
調
に
し
・
叉
国
的
周
闘
を
巡
「
る
が
如
き

計
算
方
法
を
採
り
、
然
る
後
、
両
者

ω比
肢
を
求
め
た
蕗
で
果
し
て
何
を
費
ら
す
か
、
叉
閥
民
所
得
中
に
は
官
一
公

所
得
ピ
私
入
所
得
ご
ゐ
h
九
回
富
に
も
私
有
倒
産
ご
官
会
有
財
産
正
が
合
ま
れ
て
ゐ
る
G

官
公
有
財
産
は
本
米
利

廻
b
ω
忍
き
を
原
則
正

L
、
私
有
財
産
は
利
廻
h
の
多
き
4

炉
原
則
正
し
て
ゐ
る
o

然
る
に
官
会
有
財
産
プ
ラ
ス
私

有
財
産
を
官
会
所
得
プ
ラ
ス
私
人
所
得
で
割
っ
た
蕗
で
刊
の
賞
盆
が
あ
ら
う
か
。

こ
れ
闘
賞
統
計
及
び
闘
民
所
得

統
計
的
意
味
を
明
ら
か
に
せ

F
る
結
果
で
あ
る
。

岡
宮
統
計
及
び
樹
氏
所
得
統
計

ω意
味
に
つ
き
最
近
大
阪
侍
日
新
間
的
経
済
制
に
高
仰
博
士
が
出
目
す
ぺ
己
議

論
を
唱
へ
て
ぬ
ら
れ
る
。
共
の
意
見
は
弐
の
ニ
附
聞
に
蹄
す
る
の
で
ゐ
る
。

第
一
鮎
は
「
人
も
宮
な
り
」
ピ
一
式
ふ
考
へ
に
し
工
、
「
・
闘
に
居
住
す
る
人
間
も
ま
た
岡
宮
で
ゐ
る
が
、
人
間

は
従
来
宮
正
し

τ計
算
せ
ら
れ
争
、
寧
ろ
闘
土
に
比
例
し
て
人
間
の
多
一
い
の
は
闘
貧
の
方
に
見
ら
れ
る
ゃ
う
で
ゐ

っ
た
。
し
か
し
之
は
大
な
る
間
遠
で
あ
る
ま
い
か
。
」
・
」
一
苫
ふ
の
で
ゐ
る
。
閥
富
山
計
算
に
際
し
、
人
口
数
を
ネ
が

ポ
ヂ
チ
プ
に
見
よ

a

己
一
再
ふ
の
で
ゐ
る
o

勿
論

Z
Eよ
司

0
3叫
の
問
題
乙
し
て
人
口
を
ポ
ヂ

チ
プ
に
見
る
事
は
、
己
に
高
野
博
士
が
我
統
計
問
中
国
伊
に
紹
介
せ
ら
れ
た
事
で
あ
b
、
叉
崎
潤
来
我
閣
の
人
口
が
ポ
ヂ

チ
プ
に
働
か
さ
十
、

チ
プ
に
働
い
て
(
れ
て
、

一
入
賞
り
岡
宮
を
増
加
す
る
事
が
ゐ
れ
ば
非
常
に
喜
ば
し
き
事
で
ゐ
る
。
然
れ

H

と
も
現



在
の
我
固
に
於
て
人
口
の
多
き
割
に
物
資
乏
し
き
事
は
、

一
人
営
bp
図
宮
が
少
古
事
を
示
し
、
考
慮
す
べ
き
問
題

Z
な
っ
て
ゐ
る
。
若
し
高
柳
博
士

ω
議
論
的
如
〈
ん
ば
、
貧
之
人
は
安
ん
じ
て
多
〈
の
子
供
を
生
む
べ
〈
冶
叉
日

本
り
人
口
食
糧
問
題
が
切
迫
し
た
る
枇
曾
問
題
己
な
ら
な
い
筈
で
ゐ
る
。

第
二
に
高
柳
博
士
は
「
闘
際
聯
盟

ω調
査
に
よ
れ
ば
日
本
山
岡
宮
は
世
界
第
四
位
に
あ
る
が
、
中
橋
商
相
が
そ

つ
ご
一
桁
あ
げ
t
、
商
工
業
者
を
激
蹴
せ
ら
れ
る
の
は
i
:
i
わ
が
闘
を
も
っ
て
世
界
の
放
劣
等
固
た
る
が
如

〈
・
考
へ
を
抱
〈
者
の
ゐ
る
中
に
立
ち

τ
・
:
:
陀
し
hr
に
一
風
識
で
ゐ
る
o」
Z
o
統
計
に
重
ん
十
ぺ
き
は
共
の

数
字
山
正
縮
な
る
事
で
ゐ
る
o

然
る
に
統
計
数
字

ω不
正
確
を
敢
て
す
る
が
如
き
議
論
は
、
な
等
間
半
徒
に
は
一
向

了
解
し
雄
、
苫
所
で
あ
る
。
高
柳
博
士
及
ぴ
中
椛
両
相
の
名
春
山
り
絡
め
、
且
つ
は
日
本
統
計
間
半
界
の
殺
漣
の
た
め
、

高
柳
博
士
が
共

ω主
張
全
撤
同
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
。

内
問
統
計
局
が
従
来
の
人
口
統
計
の
調
査
に
揃
足
せ
十
、
岡
宮
統
計
及
び
岡
民
所
得
統
計
に
進
出
し
た
事
は
、

た
し
か
に
慶
賀
す
〈
き
事
賞
で
ゐ
る
。
然
れ
ど
h
唯
A
T
の
統
計
局

ω経
費
で
は
、
関
宮
統
計
閥
民
所
得
統
計
を
調

査
す
る
事
は
荷
が
勝
も
す
ぎ
て
ゐ
る
。
先
づ
経
費
を
増
額

L
て
各
械
の
経
憐
統
計
の
調
査
を
完
備
し
、
然
る
後
始

め
て
国
富
統
計
、
図
民
所
得
統
計
の
調
殺
に
ゐ
た
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
古
き
に
す
ぎ
た
る
過
去
の
統
計
局
の
密
集

に
は
不
浦
を
戚
唾
古
る
を
得
な
い
。
岡
崎
に
無
噂
備
に
世
帯
越
す
る
現
在
的
統
計
局
の
態
度
に
も
叉
そ
の
調
査
結
果

を
無
批
判
に
耐
服
用
せ
ん
ご
す
る
枇
曾

ω抽
出
皮
に
も
自
重
を
希
ふ
も
の
で
ゐ
る
。
こ
、
に
岡
宮
統
計
及
び
闘
民
所
得

統
計
の
意
味
を
明
ら
か
に
し

τ、
骨
骨
の
熔
来
的
健
全
な
る
後
逮
を
斬
る
の
で
ゐ
る
。

時

論

我
闘
由
闘
宮
及
F
圃
民
所
得
世
論
ず

第
二
十
八
巻

九
E 

第

掠

一一


